
四日市市橋北交流施設条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成３１年３月２５日 

四日市市長  森  智 広 

四日市市条例第７号 

四日市市橋北交流施設条例の一部を改正する条例 

四日市市橋北交流施設条例（平成２８年四日市市条例第１５号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

改正後 改正前 

（設置） （設置） 

第２条 市は、市民の地域社会づくり及

びまちづくり活動を行う団体等に会合

等の場を提供し、もって市民の地域社

会づくり及びまちづくり活動を全市的

に推進するため、四日市市橋北交流施

設（以下「交流施設」という。）を四

日市市東新町２６番３２号に設置す

る。 

第２条 市は、市民の地域社会づくり及

びまちづくり活動を行う団体等に会合

等の場を提供し、もって市民の地域社

会づくり及びまちづくり活動を全市的

に推進するため、四日市市橋北交流施

設（以下「交流施設」という。）を四

日市市東新町２６番２３号に設置す

る。 

 

改正後 

別表（第５条関係） 

区分 基本使用料（円） 

午前 午後 夜間 全日 

午 前 ９ 時 か

ら正午まで 

午 後 １ 時 か

ら 午 後 ４ 時

３０分まで 

午 後 ５ 時 ３

０ 分 か ら 午

後９時まで 

午 前 ９ 時 か

ら 午 後 ９ 時

まで 

第１会議室 ８８０ １，３２０ ２，０１０ ４，２１０ 

第２会議室 ８８０ １，３２０ ２，０１０ ４，２１０ 

第３会議室 ８８０ １，３２０ ２，０１０ ４，２１０ 

第４会議室 ８８０ １，３２０ ２，０１０ ４，２１０ 

第５会議室 ８８０ １，３２０ ２，０１０ ４，２１０ 



第６会議室 １，３２０ １，７６０ ２，４２０ ５，５００ 

附属設備及び備品 種類又は品目ごとに２，２００円の範囲内で規則で定める

額 
 

備考 （略） 

 

改正前 

別表（第５条関係） 

区分 基本使用料（円） 

午前 午後 夜間 全日 

午 前 ９ 時 か

ら正午まで 

午 後 １ 時 か

ら 午 後 ４ 時

３０分まで 

午 後 ５ 時 ３

０ 分 か ら 午

後９時まで 

午 前 ９ 時 か

ら 午 後 ９ 時

まで 

第１会議室 ８６０ １，３００ １，９８０ ４，１４０ 

第２会議室 ８６０ １，３００ １，９８０ ４，１４０ 

第３会議室 ８６０ １，３００ １，９８０ ４，１４０ 

第４会議室 ８６０ １，３００ １，９８０ ４，１４０ 

第５会議室 ８６０ １，３００ １，９８０ ４，１４０ 

第６会議室 １，３００ １，７３０ ２，３８０ ５，４１０ 

附属設備及び備品 種類又は品目ごとに２，１６０円の範囲内で規則で定める

額 
 

備考 （略） 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。ただし、第２条の改正は、公

布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の四日市市橋北交流施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行

う四日市市橋北交流施設の使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う四日市

市橋北交流施設の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。 

（市民文化部市民生活課） 


